
 

「ちばの木流通実態調査業務委託」仕様書 
 
１ 適用範囲 
  本仕様書は、千葉県（以下、「県」という。）が委託するちばの木流通実態調査業務委託

の企画提案募集及び委託に付す場合において適用される主要事項を示すものである。 
 
２ 業務の背景と目的 

（１）背景 
    森林整備に伴い搬出される千葉県産木材の利用を促進することは、森林整備を推進

し、森林の多面的機能の発揮及び脱炭素社会の実現に寄与する。 
千葉県産木材については、林業事業者から木材市場、製材工場など多くの関係者が介

在し、更に近年は、木材市場を経由しない流通もみられるなど、流通経路が複雑化して

おり、全体像を把握できていない状態である。 
また、千葉県産木材は必要な量を必要な時期に調達できないとの声もあり、千葉県産

木材の利用促進には課題が多い状態である。 
 

（２）目的 
 千葉県産木材を取り扱う林業及び木材関係事業者に対して、千葉県産木材の流通経路

等について実態調査を行うことで、千葉県産木材を利用するにあたっての問題点を洗い

出し、今後の効果的な施策を検討する。 
 
３ 委託業務の内容 

（１）アンケート調査 
 ちばの木認証制度の取扱事業者等、県産木材を取り扱う以下の林業・木材産業事業者

２００社程度に対し、アンケート調査を行うこと。 
 ・千葉県産木材の生産を行う森林組合等の林業事業体 
 ・千葉県産木材を取り扱う木材市場 
 ・千葉県産木材の製材・加工を行う製材工場 
 ・千葉県産木材製品を取り扱う建築関係企業や木製品企業、材木店等の流通事業者 

調査の内容は、対象者によって項目を決定することとし、千葉県産木材の流通経路や

取扱量、価格等がわかる項目とすること。 
なお、アンケートの実施に当たっては、県は依頼文書を作成するなど、働きかけを行

うこととする。 
 

（２）ヒアリング調査 
    （１）のアンケート結果をもとに、県産木材の流通に特に大きい影響を与える森林組

合や木材市場といった事業者や、木材産業に精通する専門家等を５者程度選定し、より

具体的なヒアリング調査を行うこと。 
 

（３）分析業務 
    上記（１）、（２）の結果及び、県から提供することのできるデータを基に、関東 

近県や類似する他県等の木材の流通状況と比較を行いつつ、千葉県産木材の流通におけ

る課題を分析し、今後の必要な施策の検討を行うこと。 
   【県から提供することのできるデータ】 

・千葉県森林・林業統計書のデータ 
・県で実施している市況調査委託の結果等 

 
（４）報告書の作成 

 調査・分析の結果及び施策提言の内容をとりまとめた報告書を作成し、電子ファイル

で提出すること。 
  



 

４ 履行期限 
  令和９年３月２６日（金）千葉県農林水産部森林課 
 
５ 遵守事項 

（１）受託者は、委託業務を遂行するにあたり、県の担当者と随時連絡を取り合うこと。 
（２）受託者は、県から打ち合わせ又は状況報告等の指示があったときは、それに従う  

こと。 
（３） 業務内容、データ内容その他この契約履行により知り得た事項を第三者に漏らし又は

委託の範囲を超えて利用してはならない。 
（４）この業務を遂行する上で知り得た情報は他に漏らしてはならない。また、個人情報の

取り扱いに関しては、千葉県個人情報保護条例（令和５年千葉県条例第１号）を遵守

すること。 
（５）万一、漏えいや紛失等の事故が発生した場合は、以下の対応を行うこと。 

ア 直ちに発生日時、内容、発生原因等を確認し、報告する。 
イ 発生内容等により、対応措置(流出元の特定、再調査、紛失物等の追跡等)を県と協

議・検討し、実行する。 
ウ 発生原因等により、再発防止策を検討し、県の承認を得た上で即日実施する。 
エ 関係者より二次被害の有無について調査し、二次被害が発生した場合は、県と協議

・検討し、速やかに対策を講じる。 
（６）県及び受託者は、仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は速やかに協議  

する。 
 
６ その他 
 （１）再委託等の禁止 
    受託者は、受託業務の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の一

部の再委託について、書面により県の承諾を得たときは、この限りでない。 
 （２）仕様変更 
    受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらか

じめ県と協議の上、承認を得ること。 
 （３）記載外事項 
    本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 
 （４）その他 
    本仕様書に疑義が生じた場合には、県と協議すること。 
 （５）本仕様書は業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル

方式による受託候補者選定後、企画提案のあった内容に基づき内容を変更する場合が

ある。 
 （６）業務の実施の際には、ちばの木流通実態調査業務委託企画提案募集要項第９「提案の

無効に関する事項」に留意すること。 


